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ノルディックウォークinながよ野菜栽培講習会

長崎県立長崎北陽台高等学校　吹奏楽部・合唱部　第 35回定期演奏会

問  特別養護老人ホームかがやき　☎894-5555
時���９時45分～12時（９時30分～受付）
対��初���初心者対象：ウォーキング教室＆ショートコース
　  経��経験者対象：ロングコース
定����20人　料��無料
他���希望者にはポールを無料で貸出します。雨天時の開催に

ついては、お問合せください。

問  産業振興課　☎801-5836
　  　ＪＡと町の共催で野菜栽培講習会を開催しています。

対象者は農家の方に限らず、広く開かれた講習会です。
　  　家庭菜園や市民農園を利用されている方、野菜作り

に興味のある方は気軽にお越しください。また、コロナ
ウイルス感染症予防のためにマスクの着用をお願い致
します。

時���3月22日㊌１３時３０分～　２時間程度   
所��ＪＡ長崎せいひ長与支店 購買2階
料����無料

時���3月26日㊐
　  開場 13時　開演 13時30分　 
所��町民文化ホール
内��第１部　吹奏楽部オリジナル・ステージ
　  第２部　合唱部コーラス・ステージ
　  第３部　吹奏楽部アンサンブル・ステージ
　  第４部　吹奏楽部企画・ポップス・ステージ
料����無料
他���後援 長崎県吹奏楽連盟　長崎県合唱連盟長崎支部　

開催日時 対象者・集合場所

３月16日㊍ 経�特別養護老人ホームかがやき
4 月 4日㊋ 初���特別養護老人ホームかがやき
4 月20日㊍ 経�特別養護老人ホームかがやき

陶芸の館「はじめての陶芸」受講生募集

申��・問  生涯学習課　☎801-5682　FAX883-7151
　　　  oubo.kyoiku@nagayo.jp
　　　  〒851-2185　長与町嬉里郷659-1
時�� ４月18日㊋、25日㊋、５月２日㊋、16日㊋
　  ９時30分～11時30分（全４回）
対� ４回全てに参加できる初心者の方
内��うつわ作りなど
定����12人（応募者多数の場合、町内在住者かつ、当館の利

用経験の無い方優先。
　  残りは抽選。申込者全員に受講可否を通知。）
　  ※定数の半分に満たない場合は、中止となります。
料����2,400円（実費）
申��受講申込書を生涯学習課窓口に提出、または下記の

必要事項を記入のうえ、官製はがき・FAX・メールで
申込み。

　  必要事項「陶芸教室」「住所」「氏名」「性別」
　 「電話番号（携帯も）」「陶芸の館の利用経験の有無」

「自家用車使用の有無」
〆��３月31日㊎必着

他���講師名 柿本　静子（現代美術作家・陶芸の館講師）
林田　耕三（大瀬戸町『ごん窯(がま)』）

　  準備品 エプロン（汚れても良い服装）
古タオル１枚（寄付願います）
マスク（要着用）
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国民年金保険料の追納を
おすすめします！

年金
だより

日本年金機構長崎北年金事務所　☎861-1354 　長崎南年金事務所　☎825-8701 　
健康保険課年金係　☎801-5821

問

　全額免除、一部免除、納付猶予、学
生納付特例を受けた期間があると、全
額納めた場合と比べ、将来受け取る年
金額が少なくなります。特に納付猶予
や学生納付特例の期間は年金の受給
資格期間として計算されますが、年金
額には反映されません。
　そこで、10年以内であれば追納制度
により、これらの期間の保険料をさか
のぼって納めることができます。

・老齢基礎年金を受給している方は、お申込みでき
ません。
・一部免除を受けた期間で、残りの納付すべき保険
料を納付していない場合は、追納できません。
・追納が可能な期間のうち、原則古い分から納めて
いただきます。なお、過去３年度以前の追納保険料
には、当時の保険料額に加算額がつきます。お早目
の追納をおすすめします。

注意事項

消費者
注意報

不用品回収のトラブルに注意！
～事前に業者の比較検討を～

　アパートの引っ越しで不用品を処分しようとト
ラックを含めた定額パック料金で処分できる業者
をインターネットで見つけ、電話で話を聞くと定額
パックで処分できると言われた。荷物搬出日に業者
に来てもらったが、搬出方法や不用品が増えたとの
理由で当初説明された定額パック料金の倍以上の
料金になると言われ、引っ越し日程の都合で別業
者を頼むことも難しく仕方なく頼んだが、業者のや
り方に納得できない。

事例

　家庭や引っ越しで出た不用品の処分を頼んだ不
用品回収業者とのトラブルを紹介します。
　特に引っ越しでは思わぬ大量の不用品が出て、自
分では処分できないため、インターネットで見つけ
た格安の処分費用の業者に依頼したところ、現場で
高額な料金を請求されたと不用品回収業者とのト
ラブルが発生しています。

 消費者へのアドバイス
○無料または格安の料金で家庭の不用品を回収すると広
告している業者に引き取りを依頼したところ、高額な料金
の請求を受けたというトラブルが後を絶ちません。
○広告に記載されている金額で契約できるとは限りません
ので、事前に複数の業者から見積書を取り、料金だけで
なく作業内容も比較検討しましょう。作業時には家族や
周りの人に立ち会ってもらうことも大切です。
○家庭から出される不用品を業者が有料で収集する場合
は、一般廃棄物処理業の許可が必要です。未許可業者に
頼むと不法投棄につながるケースがあるので、許可の有
無も事前に確認してください。

☆困ったときは長与町役場相談窓口または
　長崎県消費生活センターへご相談ください。
長与町消費生活相談窓口 ☎883-1111
長崎県消費生活センター ☎824-0999

　長与町はより一層、安全・安心な住みよい環境づくりを推進するため、これからも引き続きその一役を担っ
た消費生活相談窓口を維持し、相談の対応や悪質商法被害の防止等、継続した事業の展開を図っていきます。

令和 5年 3月1日　　長与町長　吉田　愼一
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